
 

 

 

☆産後ケアとは 

 医療機関や助産院（町が委託する施設に限る）で、宿泊、日帰りまたは訪問で、産後の母体

管理や乳房ケア、乳児の発育チェックや健康観察などが受けられるサービスです。 

 

☆利用対象者 

 吉備中央町にお住まいの方で、産後１年未満のお母さんとその赤ちゃんです。医療の必要

のない方で、次のいずれかの項目にあてはまる方が利用できます。 

①家族等から十分な家事・育児支援を受けることが難しい方 

②産後の体調の回復に不安がある方 

③育児に不安があり、授乳や子育てに関する指導が必要な方 

④産後の休養や栄養、乳房のケアなどに不安がある方 

 

☆利用可能日数 

・宿泊型ケア ６泊７日まで 

・デイサービス（日帰り）型ケア ７日まで 

・訪問型ケア 7 回まで（1 回につき 2 時間以内） 

 

☆利用料金（自己負担額） 

 利用料金は、利用する施設によって異なります。利用料金の総額から町負担額を差し引い

た額を利用施設へ直接お支払いください。なお、利用料が町助成額に満たない場合または同

額の場合は、利用料の総額の２割が自己負担となります。（利用者区分が「上記以外の方」の

み。） 

【町負担額】 

利用者の区分 宿泊型ケア デイサービス型ケア 訪問型ケア 

生活保護世帯 

町民税非課税世帯 
25,000 円／泊 12,000 円／日 8,500 円／回 

上記以外の方 18,000 円／泊 10,000 円／日 7,000 円／回 

※他市町村から転入して間もないなど、町に課税情報がない方は、前住所地から世帯の所得

証明書を取得し、町へ提出してください。 

※訪問型ケアのご利用に係る交通費は、別途自己負担となります。 

 

☆利用方法 

①「吉備中央町産後ケア事業利用申請書」を保健課へ提出してください。 

 ※施設の空き状況や利用条件により、ご希望に添えない場合があります。 

②利用決定後、「利用承認通知書兼利用券」が届きます。利用時に施設に提示してください。 

③利用施設でサービスを受け、自己負担額を施設へ直接お支払いください。 

吉備中央町産後ケア事業のご案内 

裏面に続く 



産後ケア事業 委託医療機関等一覧 

施設名 所在地 電話番号 宿泊型 
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

型 
訪問型 

岡山大学病院 
岡山市北区鹿田町

2-5-1 
086-223-7151 

〇 

(※1・5) 
× × 

岡山中央病院 
岡山市北区伊島北

町 6-3 
086-252-3221 

〇 

(※1・2) 
× × 

岡山市立市民

病院 

岡山市北区北長瀬

表町 3-20-1 
086-737-3000 

〇 

(※2) 

〇 

(※2) 
× 

オークスマタ

ニティクリニ

ック 

岡山市北区大安寺

南町 2-2-5 086-214-1103 
〇 

(※3) 

〇 

(※3) 
× 

サン・クリニ

ック 

岡山市中区中井 

2-15-13 
086-275-3366 

〇 

（※4） 

〇 

（※4） 
× 

山内産婦人科

クリニック 
倉敷市三田 126-1 086-463-3550 

〇 

(※3) 

〇 

(※3) 
× 

くにとみ 

クリニック 
総社市門田 78-1 0866-92-0255 

〇 

(※４) 

〇 

(※４) 
× 

谷口レディス 

クリニック 
総社市真壁 213 0866-94-3300 

〇 

(※1) 

〇 

(※1) 
× 

有理助産院 
岡山市南区新福 

1-6-22 
080-5622-2033 〇 〇 × 

たんぽぽ助産

院 

倉敷市中帯江 

24-11 
086-436-1980 〇 〇 〇 

美作みんなの

助産院 

美作市楢原上 

808-10 
090-5466-8567 〇 〇 〇 

木のぬくもり 

助産院 

吉備中央町吉川 

4429-50 
070-2484-7789 〇 〇 〇 

※１：当該施設で出産された方のみ利用できます。 

※２：産後１ヶ月未満の産婦及び赤ちゃんのみ利用できます。 

※３：産後４ヶ月未満の産婦及び赤ちゃんのみ利用できます。 

※４：産後６ヶ月未満の産婦及び赤ちゃんのみ利用できます。 

※５：産後７ヶ月未満の産婦及び赤ちゃんのみ利用できます。 

 

☆問い合わせ先 

 各施設の利用料や利用条件など、詳しくは保健課までお問い合わせください。 

  
【保健課 母子保健班】 

 TEL    0866-54-1326 

 E-mail hoken@town.kibichuo.lg.jp 


